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   明石市教育委員会傍聴規則等の一部を改正する規則制定 
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                明石市教育委員会 

教育長   北 條  英 幸 



明石市教育委員会傍聴規則等の一部を改正する規則 

 （明石市教育委員会傍聴規則の一部改正） 

第１条 明石市教育委員会傍聴規則（平成２１年教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

（傍聴の手続） （傍聴の手続） 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、会議開

始前までに自己の住所及び氏名を教育委員会

事務局教育企画室へ連絡しなければならな

い。 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、会議開

始前までに自己の住所及び氏名を教育委員会

事務局総務課へ連絡しなければならない。 

２ 会議を傍聴しようとする者が団体である場

合においては、代表者又は責任者が、その団

体の名称及び傍聴する者の人員を教育委員会

事務局教育企画室へ連絡しなければならな

い。 

２ 会議を傍聴しようとする者が団体である場

合においては、代表者又は責任者が、その団

体の名称及び傍聴する者の人員を教育委員会

事務局総務課へ連絡しなければならない。 

３～４ （略） ３～４ （略） 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 



 （明石市教育委員会公印規則の一部改正） 

第２条 明石市教育委員会公印規則（昭和５７年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

（印影の刷込） （印影の刷込） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 公印の印影を刷り込みしようとする課（課

を置かない室にあつては、室）及び教育機関

（以下「課等」という。）の長（以下「課長

等」という。）は、印影刷込申請書兼承認書

（様式第１号）に必要事項を記載し、教育企

画室総務担当の課長又は担当課長（以下「総

務担当課長」という。）の承認を得なければ

ならない。 

２ 公印の印影を刷り込みしようとする課（課

を置かない室にあつては、室）及び教育機関

（以下「課等」という。）の長（以下「課長

等」という。）は、印影刷込申請書兼承認書

（様式第１号）に必要事項を記載し、総務課

長の承認を得なければならない。 

３ （略） ３ （略） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（公印台帳） （公印台帳） 

第５条 総務担当課長は、公印台帳（様式第２

号）を備えて、すべての公印をこれに登録し

なければならない。 

第５条 総務課長は、公印台帳（様式第２号）

を備えて、すべての公印をこれに登録しなけ

ればならない。 

（公印の製作及び紛失等の届出） （公印の製作及び紛失等の届出） 

第６条 各課等において公印を製作又は改刻し

ようとするときは、総務担当課長に報告しな

ければならない。 

第６条 各課等において公印を製作又は改刻し

ようとするときは、総務課長に報告しなけれ

ばならない。 

２ 公印を紛失又はき損したときは、保管責任

者は、直ちに、総務担当課長を経て教育長に

届け出なければならない。 

２ 公印を紛失又はき損したときは、保管責任

者は、直ちに、総務課長を経て教育長に届け

出なければならない。 

第７条 （略） 第７条 （略） 

（廃印の引継ぎ） （廃印の引継ぎ） 

第８条 前条の規定により廃印となつた公印

は、保管責任者より総務担当課長に引き継ぎ、

総務担当課長において保存するものとする。 

第８条 前条の規定により廃印となつた公印

は、保管責任者より総務課長に引き継ぎ、総

務課長において保存するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

（電子印影） （電子印影） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ 電子印影を使用しようとする課長等は、あ

らかじめ電子印影使用申請書兼承認書（様式

第４号）に必要事項を記載し、総務担当課長

２ 電子印影を使用しようとする課長等は、あ

らかじめ電子印影使用申請書兼承認書（様式

第４号）に必要事項を記載し、総務課長の承



の承認を得なければならない。 認を得なければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 電子印影を使用する課長等は、電子印影を

使用しなくなつたときは、速やかにその印影

を消去し、電子印影使用廃止報告書（様式第

５号）に必要事項を記載し、総務担当課長に

提出しなければならない。 

４ 電子印影を使用する課長等は、電子印影を

使用しなくなつたときは、速やかにその印影

を消去し、電子印影使用廃止報告書（様式第

５号）に必要事項を記載し、総務課長に提出

しなければならない。 

第11条 （略） 第11条 （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 

名称 

寸

法 

書

体 

保管責

任者 

  

名称 

寸

法 

書

体 

保管責

任者 

 

 
（

ミ

リ

メ

ー

ト

ル） 

  
（

ミ

リ

メ

ー

ト

ル） 

 

 
明石市教育

委員会印 

方

60 

れ

い

書 

総務担

当課長 

  
明石市教育

委員会印 

方

60 

れ

い

書 

総務課

長 

 

 
（略） 

  
（略） 

 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 



 （明石市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正） 

第３条 明石市教育委員会事務局事務分掌規則（平成２９年教育委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

改   正 現   行 

（組織） （組織） 

第２条 事務局に次のとおり室、課及び係等（係

及びセンターをいう。以下同じ。）を置く。 

第２条 事務局に次のとおり課及び係等（係及

びセンターをいう。以下同じ。）を置く。 

 
室・課 係等 

  
課 係等 

 

 
教育企画室  

  
総務課 企画総務係 

 

   
人事給与係 

 

   
学事係 

 

   
学校管理課 財務係 

 

   
教育施設係 

 

 
（略） 

  
（略） 

 

 
（削 る） 

  
青少年教育課 育成係 

 

   
学校図書支援係 

 

（事務分掌） （事務分掌） 

第３条 事務局の室及び課の事務分掌は、次の

とおりとする。 

第３条 事務局の課の事務分掌は、次のとおり

とする。 

 
室

・

課 

事務 

  

課 事務 

 

 
教

育

企

画

室 

(１) 教育委員会の会議並びに

教育長及び教育委員の秘書及

び渉外に関すること。 

(２) 教育行政の企画及び調整

に関すること。 

(３) 法令の解釈並びに条例、規

則等の審査及び解釈に関する

こと。 

(４) 文書事務及び公印に関す

ること。 

(５) 通学区域の設定及び変更

並びに明石市立学校通学区域

審議会に関すること。 

(６) 児童及び生徒の就学に関

すること。 

(７) 学級編制（幼稚園及び特別

  
総

務

課 

(１) 教育委員会の会議並びに

教育長及び教育委員の秘書及

び渉外に関すること。 

(２) 教育行政の企画及び調整

に関すること。 

(３) 法令の解釈並びに条例、規

則等の審査及び解釈に関する

こと。 

(４) 文書事務及び公印に関す

ること。 

(５) 通学区域の設定及び変更

並びに明石市立学校通学区域

審議会に関すること。 

(６) 児童及び生徒の就学に関

すること。 

(７) 学級編制（幼稚園及び特別

 



支援学級の編制を除く。）に関

すること。 

(８) 就学援助に関すること。 

(９) 貸与型奨学金に関するこ

と。 

(10) 職員（教育職職員及び調理

員を除く。）の人事に関するこ

と。 

(11) 職員の給与に関すること。 

(12) 職員（調理員を除く。）の

賃金その他の勤務条件に関す

ること。 

(13) 特別職職員の報酬及び費

用弁償等の制度の調査及び改

善（他の所管に属するものを除

く。）に関すること。 

(14) 職員団体（県費負担教職員

の組織する職員団体を除く。）

に関すること。 

(15) 職員の福利厚生に関する

こと。 

(16) 職員（教育職職員及び調理

員を除く。）の安全衛生及び職

員（教育職職員を除く。）の公

務災害補償に関すること。 

(17) 学校予算の配分及び執行

（他の所管に属するものを除

く。）に関すること。 

(18) 学校備品の整備及び管理

（他の所管に属するものを除

く。）に関すること。 

(19) 学校の設置及び廃止並び

に変更に関すること。 

(20) 学校の敷地の設定及び変

更に関すること。 

(21) 学校施設・設備、敷地の営

繕及び整備（他の所管に属する

ものを除く。）に関すること。 

支援学級の編制を除く。）に関

すること。 

(８) 就学援助に関すること。 

(９) 貸与型奨学金に関するこ

と。 

(10) 職員（教育職職員及び調理

員を除く。）の人事、給与、賃

金その他の勤務条件に関する

こと。 

(11) 特別職職員の報酬及び費

用弁償等の制度の調査及び改

善（他の所管に属するものを除

く。）に関すること。 

(12) 職員団体（県費負担教職員

の組織する職員団体を除く。）

に関すること。 

(13) 職員の福利厚生に関する

こと。 

(14) 職員（教育職職員を除く。）

の安全衛生及び公務災害補償

に関すること。 

(15) 事務局の庶務に関するこ

と。 

(16) その他他の課の所管に属

さない事項に関すること。 

   
学

校

管

理

課 

(１) 学校予算の配分及び執行

（他の所管に属するものを除

く。）に関すること。 

(２) 学校備品の整備及び管理

（他の所管に属するものを除

く。）に関すること。 

(３) 学校の設置及び廃止並び

に変更に関すること。 

(４) 学校の敷地の設定及び変

更に関すること。 

(５) 学校施設・設備、敷地の営

繕及び整備（他の所管に属する

ものを除く。）に関すること。 

 



(22) 学校施設の管理及び使用

に関すること。 

(23) 教育施設の調査に関する

こと。 

(24) 青少年の健全育成に係る

地域との連携の推進に関する

こと。 

(25) 社会教育指導者の養成及

び社会教育関係団体の育成に

関すること。 

(26) 子どもの安全を守る活動

の推進及び地域との連携に関

すること。 

(27) 少年自然の家の管理運営

に関すること。 

(28) 子どもの読書活動推進に

関すること。 

(29) 学校図書館の充実及び運

営の支援に関すること。 

(30) 学校司書に関すること。 

(31) 事務局の庶務に関するこ

と。 

(32) その他他の課の所管に属

さない事項に関すること。 

(６) 学校施設の管理及び使用

に関すること。 

(７) 教育施設の調査に関する

こと。 

 
学

校

給

食

課 

(１)～(２) （略） 

(３) 調理員の安全衛生に関す

ること。 

(４) 調理員の人事及び賃金そ

の他の勤務条件に関すること。 

 

(５) （略） 

(６) 学校給食会との調整に関

すること。 

  
学

校

給

食

課 

(１)～(２) （略） 

(３) 調理員等の安全及び衛生

に関すること。 

(４) 調理員等の人事及び賃金

その他の勤務条件に関するこ

と。 

(５) （略） 

(６) 学校給食会に関すること。 

 

 
学

校

教

育

課 

(１)～(２) （略） 

(３) 教育職職員の安全衛生及

び公務災害補償に関すること。 

(４)～(20) （略）  

  
学

校

教

育

課 

(１)～(２) （略） 

(３) 教育職職員の安全及び衛

生に関すること。 

(４)～(20) （略） 

 



 
（略） 

  
（略） 

 

 
（削 る） 

  
青

少

年

教

育

課 

(１) 青少年の健全育成に係る

地域との連携の推進に関する

こと。 

(２) 社会教育指導者の養成及

び社会教育関係団体の育成に

関すること。 

(３) 子どもの安全を守る活動

の推進及び地域との連携に関

すること。 

(４) 少年自然の家の管理運営

に関すること。 

(５) 子どもの読書活動推進に

関すること。 

(６) 学校図書館の充実及び運

営の支援に関すること。 

 

（職の設置） （職の設置） 

第４条 次表の左欄に掲げる組織に、それぞれ

同表の右欄に掲げる職を置く。 

第４条 次表の左欄に掲げる組織に、それぞれ

同表の右欄に掲げる職を置く。 

 
組織名 職 

  
組織名 職 

 

 
事務局 （略） 

  
事務局 （略） 

 

 
室 室長 

  
（新 設） 

 

 
（略） 

  
（略） 

 

２ 前項に定めるもののほか、次表の左欄に掲

げる組織に、それぞれ同表の右欄に掲げる職

その他の必要な職を置くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、次表の左欄に掲

げる組織に、それぞれ同表の右欄に掲げる職

その他の必要な職を置くことができる。 

 
組織名 職 

  
組織名 職 

 

 
事務局 （略） 

  
事務局 （略） 

 

 
室 課長 担当課長 副課長

主幹 係長 担当係長 

主任指導主事 指導主事

主任 主任栄養士 

  
（新 設） 

 

 
（略） 

  
（略） 

 

（職務） （職務） 

第５条 次表の左欄に掲げる職の職務は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

第５条 次表の左欄に掲げる職の職務は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 
職 職務 

  
職 職務 

 

 
（略） 

  
（略） 

 



 
参与 （略） 

  
参与 （略） 

 

 
室長 上司の命を受けて室の事務を

掌理し、所属職員を指揮監督

する。 

  
（新 設） 

 

 
次長

又は

担当

次長 

（略） 
  

次

長、

担当

次長

又は

室長 

（略） 
 

 
（略） 

  
（略） 

 

（次長の事務分担） （次長の事務分担） 

第６条 次長（指導担当）は、学校教育課、児

童生徒支援課、あかし教育研修センター及び

明石商業高等学校事務局の所管に属する事務

を分担する。ただし、上司が特に必要と認め

るときは、次長を指定して事務を所管させる

ことができる。 

第６条 次長は、上司の命を受け、次の区分に

より事務局等が所管する事務を分担する。た

だし、上司が特に必要と認めるときは、次長

を指定して事務を所管させることができる。 

 (１) 次長（管理担当）が分担する事務 総

務課、学校管理課、学校給食課及び青少年

教育課の所管に属する事務 

 (２) 次長（指導担当）が分担する事務 学

校教育課、児童生徒支援課、教育研修セン

ター及び明石商業高等学校事務局の所管に

属する事務 

 ２ 前項の規定にかかわらず、明石市教育委員

会の権限の一部を教育長に委任する規則（昭

和59年教育委員会規則第８号）第２条各号に

掲げる事項及び重要又は異例な事項は、両次

長が共同して所管する。 

（その他の職員の配置及び担任事務） （その他の職員の配置及び担任事務） 

第７条 第５条に掲げる職にある職員以外の職

員の配置及び担任事務は、それぞれ当該職員

を置く組織の課（課を置かない室にあっては、

室）の長が定める。 

第７条 第５条に掲げる職にある職員以外の職

員の配置及び担任事務は、それぞれ当該職員

を置く組織の課（課を置かない室にあっては、

室）の長が定める。 

  

以 下 略 以 下 略 

  



備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 



 （明石市立学校通学区域審議会規則の一部改正） 

第４条 明石市立学校通学区域審議会規則（昭和４１年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

改   正 現   行 

（庶務） （庶務） 

第６条 審議会の庶務は、教育企画室が行う。 第６条 審議会の庶務は、総務課が行う。 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 



 （明石市立学校職員の給与等に関する規則の一部改正） 

第５条 明石市立学校職員の給与等に関する規則（昭和４７年教育委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改   正 現   行 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第４条の２ （略） 第４条の２ （略） 

２ 条例第15条の３第３項第１号の委員会規則

で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。 

２ 条例第15条の３第３項第１号の委員会規則

で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 校長、室長、次長、担当次長又は参事あ

7,000円 

(２) 校長、室長、次長、担当次長又は参事あ

7,000円 

(３) （略） (３) （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 



 （明石市立学校職員の管理職手当に関する規則の一部改正） 

第６条 明石市立学校職員の管理職手当に関する規則（昭和３４年教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

改   正 現   行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

管理職手当支給対象職員及び支給額 管理職手当支給対象職員及び支給額 

 

職 

職員の区分 
  

職 

職員の区分 
 

 
再任用職員

以外の職員 

再任用職員 
  

再任用職員

以外の職員 

再任用職員 
 

 
（略） 

  
（略） 

 

 
室長、

次長

又は

担当

次長 

（略） 
  

室長、

次長

又は

担当

次長 

（略） 
 

 
（略） 

  
（略） 

 

備考 （略） 備考 （略） 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 本案は、令和４年度から、教育総務課、学校管理課、青少年教育課の３課が統合され、新

たに教育企画室が発足することに伴い、規定の整備を行うほか、所要の整備を図ろうとする

もの。 
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